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令和５年度 

南会津町奨学生 

募集案内 
 南会津町奨学資金は「能力があるにもかかわら

ず、経済的な理由により修学困難と認められる

者」に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機

会均等をはかり、健全な社会の発展に貢献するこ

とを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南会津町教育委員会 

学校教育課 
℡ 0241-62-6300 
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 南会津町奨学資金は、「南会津町奨学資金の貸与に関する条例」及び「南会津町奨学資金

の貸与に関する条例施行規則」に基づき運用しています。 

 奨学資金は貸与金です。貸与が終了すると奨学生本人に返還義務が生じます。返還金は、

後輩奨学生の奨学資金として、直ちに活用される重要なものです。 

 この募集案内は、条例や規則をもとに作成していますので、貸与を希望する場合は内容を

ご理解の上、申請するようお願いします。 

 

  募集期間 

＜予約募集＞ 令和６年１月１５日（月）～２月１６日（金）予定 

＜在学募集＞ 令和５年６月１２日（月）～７月２１日（金） 

※ 家計の急変（主たる家計支持者の解雇、退職、死亡、離別、破産、病気、事故、災害等）

により、緊急に奨学資金が必要となった場合は、随時ご相談ください。 

 

  貸与額 

在学する学校の種別 貸与額 

高等学校 

国、公立高等学校 

※本人の申請に応じて右欄の額を決定する。 

月額 17,000円 

又は 

月額 30,000円 

私立 月額 32,000円 

高等専門学校 月額 22,000円 

短期大学 
国、公立 月額 37,000円 

私立 月額 42,000円 

大学及び大学院 
国、公立 月額 37,000円 

私立 月額 42,000円 

その他教育委員会が認めたもの 

専修学校（専門学校等） 月額 32,000円 

医療関係技術者養成学校 

（看護師学校等） 
年額 600,000円 

 

  貸与期間 

 奨学資金を貸与する期間は、令和５年４月から奨学生の在学する学校の正規の修業期間

となります。 

 

  貸与方法 

 毎月１０日までに、奨学生本人名義の指定口座に振込みます。 
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  応募資格 

 次に掲げる要件を満たす方に対して貸与します。 

 （１）経済的理由により修学困難と認められること。 

 （２）奨学金の貸与を受けようとする生徒又は学生が南会津町の出身者であり、かつ、保

護者が南会津町に住所を有するものであること。 

 （３）高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に在学し、品行が正しく、学術に優れ

ていること。 

 （４）（３）に規定した学校以外であっても、学校教育法に規定する専修学校（各種専門

学校等）や医療専門関係技術者養成学校（看護師学校等）で、教育委員会が必要と認

めた者。 

 ＜南会津町奨学生推薦基準＞ 

◆学力 

（１）高等学校・高等専門学校奨学生 

  ①予約募集及び１年生  

    中学校における最終２カ年の全履修教科についての学業成績の評定を平均し

た値が、原則として３．０以上であること。 

  ②２・３年生 

    ２年生は１年次、３年生は１・２年時の全履修教科についての学業成績の評定

を平均した値が、原則として３．０以上であること。 

（２）短期大学・大学奨学生 

  ①予約募集及び１年生 

    高等学校における最終２カ年の全履修教科についての学情成績の評定を平均

した値が、原則として３．０以上であること。 

  ②２年生以上 

    ２年生は１年次、３年生以上は直近２カ年の全履修教科についての学業成績の

評定を平均した値が、原則として３．０以上であること。 

（３）専修学校・医療専門関係技術者養成学校奨学生 

    最終学校における最終２カ年の全履修教科についての学業成績の評定を平均

した値が、原則として３．０以上であること。 

◆所得 ＜詳しい求め方については６ページをご覧ください。＞ 

（１）本人の属する世帯の１年間の総所得金額が、７ページの【別表第１】の所得基準

以下であること。 

（２）総所得金額とは、その世帯の金銭、物品などの１年間の総収入金額から必要経費

を控除した所得金額であり、母（父）子世帯、就学者のいる世帯等特別の事情があ

る世帯については、さらに【別表第２】の特別控除した残りの金額をいう。 

※国又は他の団体から、同種類の奨学金の貸与又は給与を受け、その団体の規定で他の奨学

金を併せて利用することができる場合は、適正な返還計画があれば町奨学金を併せて利

用することができます。 
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  提出書類 

（１）南会津町奨学生願書（様式第１号） 

（２）所得証明書（役場本庁税務課・各総合支所町民課より発行されたもの） 

   ＜予約募集・１～２月＞ 令和５年度（令和４年分） 

   ＜在学募集・６～７月＞ 令和５年度（令和４年分） 

（３）奨学生推薦調書（様式第２号） 

   ※在学している学校が記載（本人開封無効） 

 

  出願手続き 

（１）申請者は、「南会津町奨学生願書」に所要事項を記入し、連帯保証人と連署して、在

学する（卒業した）学校長に提出し、在学校欄に検印を受けてください。 

   願書とともに同居家族の「所得証明書」と、在学する（卒業した）学校長の発行する

「奨学生推薦調書」を添えて、教育委員会学校教育課又は分室に提出してください。 

 

※連帯保証人は、南会津町に居住する成年者であって、独立の生計を営み、かつ、奨学金の

返還の責めを負うことができる程度の資力を有するものです。この場合において、申請者

が未成年者であるときは、親権者又は未成年後見人、その他これに代わる者として教育委

員会が認めたものでなければなりません。 

 

（２）学校長は、出願者の「南会津町奨学生願書」の在学校欄に校長職員を捺印するととも

に、出願者の学業成績、人物、家庭状況等を調査し、南会津町奨学生として適当と認め

られるときは「奨学生推薦調書」を作成し、教育委員会に推薦してください。 

   なお、調書の「成績」の欄については、学校が発行する成績証明書を添付していただ

いても構いません。 

 

＜奨学生推薦調書＞ 

（１）高等学校・高等専門学校奨学生 

  ①予約募集及び１年生 

    在学する（卒業した）中学校長が発行するもの。 

  ②２・３年生 

    在学する学校の学校長が発行するもの。 

（２）短期大学・大学奨学生 

  ①予約募集及び１年生 

    在学する（卒業した）高等学校長が発行するもの。 

  ②２年生以上 

    在学する学校の学校長が発行するもの。 

（３）専修学校・医療専門関係技術者養成学校奨学生 

    最終学校の学校長が発行するもの。 
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  採用決定 

 提出された書類等をもとに、南会津町奨学生選考基準により教育委員会が選考し、結果に

ついて本人に通知します。 

 奨学生として決定された後、教育委員会学校教育課長と奨学生本人との面談を実施し、決

定通知書を交付いたします。 

 奨学生として決定された者は、速やかに誓約書及び口座振替による支払申出書を提出し

てください。 

  在学証明書 

 奨学生は、毎学年の在学証明書を４月末日までに教育委員会に提出してください。 

 

  変更の届出 

 次のいずれかに該当する場合には、直ちに届け出てください。 

 この場合、奨学生が心身の故障、その他の理由により届け出ることができないときは、連

帯保証人又は家族が奨学生に代わって届け出てください。 

（１）氏名又は住所を変更したとき。 

（２）休学、復学、転学又は退学したとき。 

（３）その他、本人及び連帯委保証人に身分、住所、職業その他重要な事項の変更があった

とき。 

 

  休止・停止等 

 奨学生が休学したときは、この期間奨学金の貸与を休止します。 

 また、奨学生が次に掲げるもののいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与

を停止又は廃止します。 

（１）死亡、傷病のために成業見込みがなくなったとき。 

（２）学業成績又は操行が不良となったとき。 

（３）奨学金を必要としない事由が生じたとき。 

（４）休学又は転学の事由が適当でないとき。 

（５）（１）～（４）のもののほか、奨学生として適当でないとき。 
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  返還方法 

（１）借用証書 

    卒業等により貸与が終了し、奨学生でなくなったときは、その日から１５日以内

に、連帯保証人と連署して、「奨学資金借用証書」及び「奨学資金返還明細書」を提

出してください。 

（２）返還期間 

    卒業の月の６カ月後から、４年以上修学した場合は８年以内に、４年未満の修学の

場合は７年以内に、医療専門関係技術者養成学校の場合は１０年以内に返還してく

ださい。なお、退学や奨学金辞退の場合も、同様の取り取扱いとなります。 

（３）返 還 額 

    毎月５，０００円以上を、返還計画に基づき返還してください。（千円単位） 

（４）利 息 

    無利息となります。 

（５）延滞利息 

    正当な理由がなく、定められた日までに返還されない場合は、南会津町諸収入に対

する延滞金徴収条例の定めるところにより延滞利息を徴収します。また、期限を経過

しても返還に応じていただけない場合は、連帯保証人及び保証人に請求するととも

に、法的手段を講じる場合もあります。 

 

＜返還猶予又は返還期間延長＞ 

● 奨学生であった者が更に進学したときは、その在学期間、奨学金の返還を猶予する

ことができます。 

● 災害、傷病その他正当な事由のため、奨学金返還が困難と認められたときは、願い

出によって相当の期間その返還を猶予又は返還期間を延長することができます。 

● 医療専門関係技術者養成学校の奨学生が卒業した後、正看護師免許を取得するため

の２年以内の期間及び正看護師免許取得後、町内医療機関等に看護師として引き続き

１０年以上業務に従事するまでの期間は、願い出によって奨学金の返還を猶予するこ

とができます。 

 ※町内の医療機関等とは、南会津町内の病院及び福祉施設、並びに社会福祉法人南会

津会の福祉施設等のことです。 

 

＜返還免除＞ 

● 奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は傷病等により返還できないと認められ

るときは、連帯保証人又は遺族からの願い出によりその全部又は一部の返還を免除

することができます。 

● 医療専門関係技術者養成学校を卒業した後２年以内に正看護師免許を取得し、か

つ、正看護師免許取得後５年以内に町内医療機関等に正看護師として就職し、その

後引き続き１０年以上当該業務に従事したときは返還が免除されます。 
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就学者② 

就学者⑪ 

就学者③ 

◆ 所得金額の求め方 ◆ 

 

 

 

 

＜所得金額の計算例＞ 

 ■６人家族の一例 

続柄 職業等 備 考 所得金額 特別控除額  

父 会社員 給与収入 3,500,000円 0円 

母 パート従業員 給与収入 500,000円 0円 

本人 中学校３年生 
自 宅 ( 町

内) 
0円 192,000円 

兄 
国立大学２年

生 
自宅外 0円 1,224,000円 

姉 
県立高校２年

生 

自 宅 ( 町

内) 
0円 280,000円 

祖母 無職 年金収入 0円 0円 

合    計 4,000,000円 1,696,000円 

 （Ａ） （Ｂ） 

 

 

■本人の属する世帯の１年間の総所得金額 

 

世帯の所得金額の合計  特 別 控 除 額  総 所 得 額 

４，０００，０００円 － １，６９６，０００円 ＝ ２，３０４，０００円 

（Ａ）  （Ｂ）  （Ｃ） 

 

■所得基準額表との比較 

 ※【別表第１】所得基準額表（７ページ）参照 

 

 世帯人員 ６人 → 基準額 ３，９００，０００円 

 世帯総所得金額 →     ２，３０４，０００円 

 

 総所得金額 ２，３０４，０００円 が、所得基準額 ３，９００，０００円 以下であ

るため、所得要件には該当します。 

南会津町奨学生推薦基準別表 

所得証明書の所得額 
【別表第２】（７ペ

ージ）の特別控除額 
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【別表第１】 所得基準額表（世帯人員別所得基準額） 

世帯人員 基 準 額 備      考 

１ 人 １，７１６，０００円  世帯人員が７人を超える場合は、１人増すご

とに１６０，０００円を世帯人員７人の所得金

額に加算する。 ２ 人 ２，７４８，０００円 

３ 人 ３，１６８，０００円 

４ 人 ３，４３２，０００円 

５ 人 ３，６８４，０００円 

６ 人 ３，９００，０００円 

７ 人 ４，０９２，０００円 

 

【別表第２】 特別控除額表 

特 別 の 事 情 特 別 控 除 額 

１ 母（父）子世帯であること    588,000 円 

２ 

就学者のいる世帯である

こと（本人も含む） 

 

（※１人につき） 

① 小学校児童 

② 中学校生徒 

③ 国公立高等学校生徒 自宅通学（町内） 

④           自宅通学（町外） 

⑤           自宅外通学 

⑥ 私立高等学校生徒  自宅通学（町外） 

⑦           自宅外通学 

⑧ 国公立高等専門学校生徒 

⑨ 私立高等専門学校生徒 

⑩ 国公立短期大学、大学、大学院生 自宅通学 

⑪                自宅外通学 

⑫ 私立短期大学、大学、大学院生  自宅通学 

⑬                自宅外通学 

⑭ 各種専門学校生等 

   96,000 円 

  192,000 円 

  280,000 円 

  336,000 円 

  470,000 円 

  410,000 円 

  600,000 円 

  550,000 円 

  800,000 円 

  708,000 円 

1,224,000 円 

1,212,000 円 

1,728,000 円 

  492,000 円 

３ 
身体障害者、長期療養者の

いる世帯であること 

それぞれの事情によって経済的に特別の支出をしている額。ただ

し、身体障害者は１人につき 860,000 円を限度とする。（証明書必

要） 

４ 
家計支持者が別居してい

る世帯であること 

別居のため特別に支出している金額。 

ただし、852,000 円を限度とする。（証明書必要） 

５ 

火災・風水害・盗難などの

被害を受けた世帯である

こと 

日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費をうるための基

本的な生活手段（田・畑・店舗等）に被害があって将来長期にわた

って減収又は支出増になるとみとめられる年間金額。（証明書必要） 

６ 

父母以外の者で給与所得

を得ているものがいる世

帯であること 

父母以外の給与所得者については、１人につき 492,000 円。ただし、

その所得金額が 492,000 円未満の場合は、その所得金額。（証明書

必要） 

 


